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明
治
期
日
本
の
選
挙
運
営 

―
―
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
を
例
と
し
て
―
―

末　
　

木　
　

孝　
　

典

は
じ
め
に

一
、
選
挙
運
営

二
、
選
挙
費
用

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
七
月
、
日
本
で
初
め
て
の
衆
議
院
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
す
で
に
府
県
レ
ベ
ル
の
選
挙
は
実

施
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
初
の
国
政
選
挙
を
円
滑
に
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
、
政
府
と
し
て
国
内
的
に
も
対
外
的
に
も
試
練
の
時

を
迎
え
た
と
い
え
る
。

　

当
該
選
挙
の
数
少
な
い
研
究
書
の
一
つ
で
あ
る
メ
イ
ソ
ン
『
日
本
の
第
一
回
総
選
挙
』
は
、「
大
き
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
第
一

回
総
選
挙
は
公
平
か
つ
国
家
全
体
に
わ
た
る
行
政
機
構
の
一
傑
作
で
あ
っ
た
」
と
高
く
評
価
し
た）

1
（

。
以
後
、
同
書
の
評
価
を
引
い
て
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最
初
の
国
政
選
挙
は
成
功
で
あ
っ
た
と
の
認
識
は
広
く
共
有
さ
れ
、
こ
れ
を
覆
す
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
メ

イ
ソ
ン
の
研
究
は
主
に
新
聞
報
道
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
報
道
に
現
れ
な
い
部
分
も
含
め
て
選
挙
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
実
は
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
。

　

日
本
政
治
史
研
究
に
お
い
て
も
、
明
治
期
の
初
期
選
挙
に
つ
い
て
、
候
補
側
で
は
な
く
、
運
営
側
の
選
挙
管
理
の
実
態
を
扱
っ
た

研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
同
時
代
に
は
、
内
務
官
僚
末
松
謙
澄
が
選
挙
の
実
態
を
報
告
し
た
論
文
が
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る

が
、
末
松
の
視
点
に
よ
る
選
挙
総
括
と
い
う
側
面
が
強
い）

2
（

。
他
に
被
選
挙
権
や
当
選
訴
訟
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
は
あ
る
が）

（
（

、

そ
れ
以
外
で
は
、
小
山
博
也
氏
が
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
資
料
を
用
い
て
選
挙
管
理
者
と
し
て
の
村
長
や
郡
長
に
つ
い
て
考
察
し
た

論
考
が
ほ
ぼ
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
状
況
で
あ
っ
た）

4
（

。
近
年
に
な
っ
て
、
中
西
啓
太
氏
が
地
方
行
政
の
一
環
と
し
て
の
選
挙
事
務
と
い

う
視
点
か
ら
興
味
深
い
論
考
を
発
表
し
、
明
治
期
初
期
選
挙
の
運
営
実
態
の
解
明
が
進
ん
だ）

（
（

。
ま
た
、
稲
田
雅
洋
氏
が
当
該
選
挙
の

研
究
成
果
を
ま
と
め
た
著
書
を
発
表
し
、
最
初
の
議
員
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
網
羅
的
に
明
ら
か
に
し
た
ほ
か
、
選
挙

法
の
特
徴
や
納
税
資
格
の
実
態
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

（
（

。

　

政
治
学
研
究
で
は
、
近
年
、
各
国
の
選
挙
管
理
を
研
究
対
象
と
す
る
潮
流
が
あ
る）

7
（

。
そ
の
中
で
、
村
井
良
太
氏
は
日
本
の
選
挙
管

理
の
歴
史
を
四
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
色
と
変
化
を
概
括
的
に
説
明
し
て
い
る）

8
（

。

　

以
上
の
通
り
、
依
然
と
し
て
明
治
期
日
本
の
選
挙
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
部
分
が
多
い
と
い
え
る
。

　

本
稿
は
、
各
地
の
文
書
館
な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
用
い
て
、
日
本
で
最
初
の
国
政
選
挙
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ

た
の
か
、
で
き
る
だ
け
詳
し
く
そ
の
選
挙
管
理
の
実
態
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
論
点
と
し
て
は
、
最
初
の
選
挙
運
営
に
お
い

て
何
が
課
題
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
何
に
ど
の
程
度
の
費
用
が
か
か
っ
た
の
か
に
注
目
し
た
い
。
た
だ
し
、
資
料
収
集
上
の
制
約
が

あ
り
、
地
域
に
よ
る
運
用
の
違
い
に
つ
い
て
は
限
定
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
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一
、
選
挙
運
営

　

最
初
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
以
下
、
選
挙
法
）
で
は
、
衆
議
院
の
定
員
は
三
百
名
で
一
人
区
と
二
人
区
が
設
定
さ
れ
た
小
選
挙

区
制
（
二
人
区
は
二
名
連
記
）
で
あ
っ
た
。
同
法
は
当
選
無
効
を
争
う
当
選
訴
訟
の
規
定
を
置
き
な
が
ら
も
、
選
挙
全
体
又
は
一
部

の
効
力
を
争
う
選
挙
訴
訟
の
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
投
票
効
力
に
関
す
る
選
挙
長
の
決
定
と
、
投
票
所
管
理
者
で
あ
る

町
村
長
の
決
定
に
対
し
て
は
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た）

9
（

。
選
挙
長
は
知
事
が
府
県
下
の
郡
長
か
ら
一
人
を
任
命
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。

　

選
挙
事
務
は
、
当
時
の
行
政
区
分
で
あ
る
府
県
、
郡
、
市
町
村
の
三
レ
ベ
ル
で
作
業
に
あ
た
っ
た
。

（
一
）
選
挙
人
名
簿
の
作
成

　

当
該
期
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
（
選
挙
人
）
は
直
接
国
税
十
五
円
以
上
を
納
め
た
二
十
五
歳
以
上
の
男
子

に
限
定
さ
れ
、
候
補
者
（
被
選
挙
人
）
も
直
接
国
税
十
五
円
以
上
を
納
め
た
三
十
歳
以
上
の
男
子
に
限
ら
れ
た
。
納
税
資
格
を
条
件

と
す
る
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
。
し
か
も
納
税
資
格
を
満
た
し
て
い
て
も
欠
格
事
項
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
各
市
町
村
で
は
選
挙
人
資
格
の
あ
る
者
、
被
選
挙
人
資
格
の
あ
る
者
、
選
挙
法
第
四
章
（
欠
格
事
項
）
の
規
定
に
触
れ
る
者
の

三
種
に
分
け
て
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
当
時
立
候
補
制
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
名
乗
り
を
挙
げ
る
者
以
外
へ
の
投
票
も
可
能
で

あ
っ
た
。

　

選
挙
事
務
に
お
け
る
最
初
の
作
業
は
有
資
格
者
で
あ
る
選
挙
人
名
簿
の
作
成
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
三
年
に
入
る
と
選
挙
準
備
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
た
。
秋
田
県
で
は
三
月
二
十
二
日
に
各
郡
役
所
の
郡
書
記
二
～
四
名
を

選
挙
準
備
委
員
に
任
命
し
、
作
業
に
入
ら
せ
た）

（1
（

。
千
葉
県
で
は
、
選
挙
長
か
ら
町
村
長
に
向
け
て
、「
選
挙
権
な
き
も
の
往
々
名
簿
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に
登
載
し
あ
る
を
選
挙
人
に
於
て
知
了
す
る
も
選
挙
に
良
果
を
得
ざ
る
と
き
は
之
を
以
て
当
選
を
無
効
と
す
る
の
資
料
に
供
せ
ん
と

し
縦
覧
期
限
内
に
於
て
敢
て
に
其
改
正
の
申
立
を
為
さ
ざ
る
や
の
趣
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
注
意
を
呼
び
か
け
た）

（（
（

。
無
資
格
者
の
意

図
的
な
投
票
が
当
選
訴
訟
の
材
料
と
な
る
恐
れ
を
行
政
側
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

各
地
で
選
挙
準
備
に
あ
た
る
担
当
者
か
ら
実
務
作
業
に
つ
い
て
疑
問
が
呈
さ
れ
、
内
務
省
は
寄
せ
ら
れ
る
疑
問
に
つ
い
て
回
答
し

た
。
特
に
多
か
っ
た
の
は
納
税
資
格
に
関
わ
る
点
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
千
葉
県
の
資
料
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る）

（1
（

。
知

事
か
ら
、
納
税
額
に
は
納
税
義
務
が
発
生
し
た
分
で
実
際
の
納
税
が
四
月
一
日
以
降
に
な
る
分
も
含
ま
れ
る
の
か
と
聞
か
れ
た
の
に

対
し
て
、
内
務
省
は
含
ま
れ
る
と
回
答
し
た
。
同
様
に
、
二
十
二
年
十
二
月
以
前
に
納
税
資
格
を
有
す
る
者
が
特
別
地
価
修
正
で
二

十
三
年
一
月
以
降
地
租
が
減
額
と
な
り
、
十
五
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
一
月
か
ら
三
月
に
土
地
を
買
い
増
し
し
て
も
資
格
が
な
い

の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
次
に
、
郡
長
か
ら
、
十
五
円
以
上
納
税
し
た
者
が
、
二
十
二
年

三
月
二
十
八
日
に
部
分
的
に
売
却
し
、
四
月
十
五
日
に
他
よ
り
買
い
受
け
た
が
、
満
一
年
以
上
な
い
と
資
格
は
な
い
の
か
聞
か
れ
た

の
に
対
し
て
、
知
事
は
そ
の
通
り
と
回
答
し
た
。
内
務
省
は
、
地
租
・
土
地
・
工
業
商
業
の
納
税
額
に
は
俸
給
、
手
当
、
年
金
、
賞

与
金
、
株
券
・
公
債
証
書
の
利
子
、
貸
家
料
の
類
か
ら
生
じ
る
所
得
税
は
い
ず
れ
も
含
ま
れ
な
い
と
見
解
を
示
し
た
。

　

他
に
は
養
子
や
相
続
に
関
す
る
疑
問
も
多
い
。
郡
長
か
ら
、
他
府
県
居
住
の
者
を
養
子
と
し
て
家
督
を
譲
渡
し
た
場
合
、
住
居
一

年
に
満
た
な
い
と
資
格
は
な
い
の
か
と
聞
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
知
事
は
、
被
選
挙
人
は
住
居
制
限
が
な
い
こ
と
を
返
答
し
て
い
る
。

同
様
に
、
相
続
人
五
円
以
上
、
戸
主
十
円
以
上
を
納
税
し
、
隠
居
・
相
続
し
た
場
合
、
登
記
の
日
よ
り
一
年
以
内
で
も
資
格
は
あ
る

の
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。

　

次
に
多
か
っ
た
の
は
転
居
・
居
住
に
関
わ
る
点
で
あ
っ
た
。
内
務
省
は
選
挙
人
名
簿
確
定
以
前
に
選
挙
人
が
選
挙
区
域
外
に
転
居

し
た
場
合
は
、
前
住
所
の
選
挙
長
は
名
簿
か
ら
そ
の
人
名
を
削
除
し
、
そ
の
旨
を
本
人
と
転
居
先
の
選
挙
長
に
通
知
し
、
選
挙
長
は

名
簿
に
登
載
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
同
様
に
投
票
区
域
外
に
転
居
し
た
場
合
も
、
選
挙
長
は
名
簿
を
訂
正
し
、
転
居
先
の
投
票
所
管
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理
の
町
村
長
に
通
知
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
郡
長
か
ら
、
選
挙
人
が
居
住
す
る
投
票
区
域
外
で
甲
村
八
円
、
乙
村
十
円
を
納
税
す
る

場
合
、
証
状
を
甲
乙
ど
ち
ら
が
出
す
か
は
選
挙
長
の
判
断
に
任
せ
る
の
か
と
聞
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
知
事
が
納
税
地
の
町
村
長
か

ら
証
状
を
得
て
投
票
所
管
理
の
町
村
長
に
渡
す
よ
う
指
示
し
た
。

（
二
）
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
と
申
立

　

名
簿
は
選
挙
の
年
の
四
月
一
日
時
点
で
作
成
さ
れ
、
五
月
五
日
か
ら
十
五
日
間
の
縦
覧
期
間
が
設
定
さ
れ
た
。
確
定
は
六
月
十
五

日
で
あ
っ
た
。

　

名
簿
は
ど
の
程
度
の
人
数
が
閲
覧
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
秋
田
県
の
資
料
に
よ
れ
ば）

（1
（

、
第
一
区
五
人
、
第
二
区
三
人
、
第
三
区
二

十
二
人
、
第
四
区
九
人
の
合
計
三
十
九
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
十
人
が
名
簿
の
誤
り
を
申
し
立
て
て
い
る
。
閲
覧
者
の
内
訳
は
、

有
資
格
者
二
十
人
、
無
資
格
者
十
九
人
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。
第
四
区
の
申
立
は
、
内
訳
と
し
て
脱
漏
二
人
、
改
姓
名
一
人
、
家

督
財
産
一
人
で
あ
っ
た
。

　

期
間
中
に
脱
漏
者
が
判
明
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際
に
は
す
で
に
作
成
し
た
名
簿
の
イ
ロ
ハ
順
番
号
を
ど
う
す
る
か
が
課
題
と

な
っ
た
。
山
梨
県
で
は
追
加
す
る
部
の
末
尾
に
挿
入
し
、
番
号
は
前
欄
の
内
番
と
し
て
「
町
村
末
番
」
の
次
に
「
内
番
壱
名
」
を
付

箋
で
追
加
す
る
こ
と
に
し
た）

（1
（

。
山
梨
一
区
で
縦
覧
期
間
中
に
判
明
し
た
誤
り
は
、
脱
落
に
つ
き
追
加
四
人
、
納
税
地
差
異
一
人
、
地

租
及
び
納
税
額
相
違
二
十
人
、
地
価
修
正
に
よ
る
納
税
額
減
少
で
資
格
喪
失
一
人
、
名
簿
調
整
中
に
旅
行
中
の
た
め
更
正
申
出
一
人

の
二
十
七
人
で
あ
り）

（1
（

、
そ
の
後
、
死
亡
一
人）

（1
（

、
資
格
喪
失
二
人
が
出
た）

（1
（

。
突
出
し
て
多
い
こ
と
か
ら
、
地
租
額
や
納
税
額
の
正
確
な

把
握
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

ま
た
、
名
簿
の
記
載
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
で
争
う
事
例
も
発
生
し
た
。
こ
こ
で
は
激
化
事
件
に
関
与
し
た
自
由
民
権
家
の
例
を
取
り

上
げ
る
。
大
阪
事
件
で
有
罪
と
な
っ
た
稲
垣
示
と
大
井
憲
太
郎
の
事
例
で
あ
る
。
選
挙
法
に
は
、
禁
錮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
満
期
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又
は
赦
免
の
後
満
三
年
を
経
な
い
と
選
挙
権
が
回
復
さ
れ
な
い
と
い
う
規
定
（
十
四
条
四
項
）
が
あ
り
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年

九
月
二
十
四
日
に
有
罪
判
決
を
受
け
、
二
十
二
年
二
月
十
一
日
の
憲
法
発
布
に
と
も
な
う
大
赦
令
に
よ
っ
て
出
獄
し
た
稲
垣
と
大
井

は
、
二
十
三
年
七
月
の
時
点
で
は
三
年
を
経
過
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

富
山
県
で
は
、
稲
垣
示
の
氏
名
が
第
三
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
者
の
申
立
に
よ
っ
て
名
簿
か
ら

稲
垣
の
氏
名
が
削
除
さ
れ
、
六
月
五
日
金
田
清
風
選
挙
長
（
射
水
郡
長
）
に
よ
っ
て
無
資
格
の
判
定
書
が
出
さ
れ
た）

（1
（

。
判
定
を
不
服

と
し
た
稲
垣
は
選
挙
長
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
政
府
は
行
政
裁
判
と
し
て
扱
う
か
検
討
し
た
が
、
行
政
裁
判
と
は
扱
わ

な
い
と
結
論
し
た）

（1
（

。
そ
の
た
め
通
常
の
裁
判
と
し
て
争
わ
れ
た
が
、
富
山
始
審
裁
判
所
は
六
月
二
十
七
日
、
稲
垣
敗
訴
の
判
決
を
下

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
稲
垣
は
第
一
回
総
選
挙
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

大
阪
府
で
も
、
大
井
が
自
ら
の
氏
名
が
名
簿
か
ら
脱
漏
し
て
い
る
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た）

11
（

。
大
井
は
名
簿
縦
覧
期
間
中
に
自
ら

の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
五
月
十
七
日
脱
漏
の
申
立
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
十
八
日
、
選
挙
長
は
選

挙
法
十
四
条
四
項
と
六
条
第
二
を
根
拠
に
申
立
を
却
下
し
た
。
六
条
第
二
は
、
選
挙
人
資
格
要
件
の
一
つ
と
し
て
選
挙
人
名
簿
作
成

よ
り
前
に
満
一
年
以
上
そ
の
府
県
内
に
本
籍
が
あ
り
住
居
し
て
い
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
選
挙
事
務
と
し
て
最
も
難
し
く
各
地
の
役
所
が
対
応
に
苦
慮
し
た
の
は
選
挙
人
名
簿
の
作
成
と
確
定
で
あ
っ
た
。

特
に
制
限
選
挙
の
も
と
で
納
税
資
格
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
に
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
名
簿

作
成
に
関
し
て
発
生
し
た
問
題
に
よ
り
処
分
さ
れ
た
官
吏
も
存
在
し
た
。

（
三
）
選
挙
用
品

　

次
に
、
選
挙
に
必
要
な
道
具
の
確
保
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
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各
府
県
が
用
意
す
る
物
品
は
、
投
票
用
紙
、
投
票
箱
、
選
挙
人
名
簿
用
紙
、
選
挙
有
権
者
資
格
届
用
紙
で
あ
り
、
各
町
村
が
用
意

す
る
の
は
入
場
券
、
番
号
札
、
門
標
と
分
け
ら
れ
た）

1（
（

。

　

投
票
用
紙
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
の
例
を
み
る
と
、
選
挙
人
員
七
千
八
百
三
十
六
人
に
対
し
て
一
万
百
八
十
七
枚
用
意
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
予
備
と
し
て
二
千
三
百
五
十
一
枚
を
確
保
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
第
一
区
を
み
る
と
、
秋
田
市
は
選
挙
人
八
十
一
人

に
対
し
て
予
備
を
二
十
四
枚
用
意
し
て
合
計
百
五
枚
、
南
秋
田
郡
は
選
挙
人
千
二
百
五
人
に
対
し
て
予
備
を
三
百
六
十
一
枚
用
意
し

て
合
計
千
五
百
六
十
六
枚
と
な
っ
て
い
る
。
秋
田
市
の
充
足
率
は
百
二
十
九
・
六
％
、
南
秋
田
郡
の
充
足
率
は
百
二
十
九
・
九
％
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
用
紙
の
予
備
枚
数
を
選
挙
人
員
の
三
分
の
一
に
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た）

11
（

。
第
二
区
か
ら
四
区

に
つ
い
て
も
充
足
率
は
ほ
ぼ
百
三
十
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

投
票
箱
に
つ
い
て
は
、
大
き
さ
が
大
・
中
・
小
と
三
種
用
意
さ
れ
た
。
奈
良
県
で
は
大
サ
イ
ズ
（
選
挙
人
百
人
以
上
）
十
六
個
、

中
サ
イ
ズ
（
五
十
人
以
上
）
四
十
二
個
、
小
サ
イ
ズ
（
五
十
人
未
満
）
七
十
六
個
が
六
月
五
日
ま
で
に
用
意
さ
れ
た）

11
（

。
寸
法
は
、
大
サ

イ
ズ
は
高
さ
一
尺
二
寸
（
約
三
十
六
セ
ン
チ
）
×
幅
一
尺
五
寸
（
約
四
十
五
セ
ン
チ
）
×
横
一
尺
（
約
三
十
セ
ン
チ
）、
中
サ
イ
ズ
は
一

尺
×
一
尺
二
寸
×
八
寸
（
約
二
十
四
セ
ン
チ
）、
小
サ
イ
ズ
は
九
寸
（
約
二
十
七
セ
ン
チ
）
×
一
尺
×
七
寸
（
約
二
十
一
セ
ン
チ
）
で
あ

り
、
大
き
さ
に
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
が
、
投
票
口
が
大
サ
イ
ズ
は
三
カ
所
、
中
サ
イ
ズ
は
二
カ
所
、
小
サ
イ
ズ
は
一
カ
所
と

な
っ
て
い
た
。
蓋
は
上
蓋
（
甲
）
と
中
蓋
（
乙
）
の
二
つ
で
上
蓋
に
は
「
衆
議
院
議
員
投
票
函
」
と
投
票
所
の
名
称
が
記
載
さ
れ
、

甲
と
乙
の
錠
は
異
な
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
、
金
属
部
分
は
堅
固
な
鉄
製
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
調
達
は
入
札
方
式
が
採
用

さ
れ
、
業
者
が
五
月
二
日
付
で
応
札
し
た
。
秋
田
県
で
は
、
大
サ
イ
ズ
（
一
号
、
選
挙
人
七
十
人
以
上
）
十
二
個
、
中
サ
イ
ズ
（
二
号
、

三
十
人
以
上
）
百
六
個
、
小
サ
イ
ズ
（
三
号
、
三
十
人
未
満
）
九
十
四
個
が
用
意
さ
れ
た）

11
（

。
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（
四
）
投
票
区
域
、
投
票
場
所

　

投
票
区
域
は
、
選
挙
人
の
数
が
少
な
い
投
票
所
に
つ
い
て
は
、
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
合
併
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
具
体
的
な

基
準
に
つ
い
て
確
認
し
た
い）

11
（

。
千
葉
県
で
は
、
明
治
二
十
三
年
二
月
に
郡
長
か
ら
選
挙
人
が
六
人
と
十
六
人
の
区
域
と
、
二
十
人
と

十
四
人
の
区
域
が
上
申
さ
れ
た
際
、
知
事
は
前
者
の
合
併
の
み
認
め
た
。
同
日
、
県
か
ら
は
選
挙
人
十
人
以
下
の
町
村
に
限
っ
て
合

併
を
認
め
る
旨
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。
要
望
が
出
て
か
ら
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
投
票
所
は
ど
こ
に
置
か
れ
た
の
か
。
メ
イ
ソ
ン
は
「
選
挙
区
の
市
町
村
役
場
に
置
か
れ
た
が
、
市
村マ

町マ

長
の
判
断
に
よ
っ

て
設
置
場
所
を
自
由
に
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
」
と
述
べ
、
具
体
的
に
、
東
京
市
内
の
九
選
挙
区
は
区
役
所
一
カ
所
し
か
設
置
さ
れ

な
か
っ
た
が
、
首
都
圏
近
郊
は
村
役
場
や
小
学
校
、
寺
院
、
慈
善
施
設
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。

　

実
際
に
、
第
二
回
総
選
挙
資
料
で
は
あ
る
が
、
東
京
府
に
お
い
て
、
区
部
は
す
べ
て
区
役
所
一
カ
所
の
み
で
あ
り
、
郡
部
は
小
学

校
、
町
村
役
場
、
寺
、
神
社
が
使
わ
れ
た
。
例
え
ば
北
豊
島
郡
は
小
学
校
五
、
村
役
場
十
、
町
役
場
三
、
寺
一
で
あ
っ
た）

11
（

。
奈
良
県

に
お
い
て
は
、
第
一
区
は
役
場
十
九
、
寺
二
十
四
、
小
学
校
七
、
共
有
会
所
一
、
第
二
区
は
役
場
十
八
、
寺
三
十
七
、
小
学
校
十
、

村
民
集
会
所
一
、
村
会
所
一
、
共
有
建
物
一
、
村
会
議
場
一
、
第
三
区
は
役
場
十
一
、
寺
一
、
小
学
校
三
、
講
堂
一
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。

地
区
に
よ
っ
て
は
、
数
多
く
存
在
す
る
寺
を
投
票
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

投
票
所
式
は
「
寺
院
又
は
学
校
」
と
指
定
し
、
選
挙
人
多
数
の
場
合
に
投
票
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
求
め
、
選
挙
人
が
少
数
で
あ

れ
ば
役
場
等
を
使
用
し
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
い
た
。
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
も
甲
と
乙
の
二
種
類
を
用
意
し
て
い
た
。
奈
良
県
で
は
、

第
二
回
総
選
挙
前
に
投
票
所
管
理
者
を
対
象
に
郡
役
所
が
作
成
し
た
心
得
に
よ
る
と
、
投
票
所
を
町
村
役
場
に
設
定
し
た
場
合
は
投

票
当
日
の
役
場
事
務
は
近
傍
の
家
屋
を
借
り
て
行
い
、
寺
院
そ
の
他
の
家
屋
に
設
定
し
た
場
合
は
、
当
日
と
翌
日
の
投
票
箱
送
付
ま

で
の
間
は
住
職
、
住
人
と
協
議
し
な
る
べ
く
他
へ
転
居
し
て
も
ら
い
、
も
し
建
物
す
べ
て
を
利
用
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

柵
を
設
け
て
投
票
所
と
そ
の
他
の
場
所
を
分
け
る
よ
う
指
示
し
た）

11
（

。
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開
票
を
行
う
選
挙
会
の
会
場
は
、
選
挙
法
四
十
六
条
に
よ
り
郡
役
所
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
和
歌
山
県
か
ら
、
郡
役
所

が
狭
隘
で
事
務
に
支
障
が
あ
る
場
合
は
寺
院
ま
た
は
学
校
な
ど
で
行
っ
て
も
良
い
の
か
伺
が
出
さ
れ
、
末
松
謙
澄
内
務
省
県
治
局
長

は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
そ
の
旨
を
告
示
す
れ
ば
代
用
し
て
構
わ
な
い
と
返
答
し
た）

11
（

。

（
五
）
投
票

　

投
票
日
に
お
け
る
運
営
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

当
日
の
投
票
時
間
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
で
あ
っ
た
。
投
票
所
の
管
理
は
町
村
長
の
管
轄
で
あ
る
。
当
日
、
選
挙
人
は
実
印

を
押
し
た
投
票
所
入
場
券
を
持
参
し
、
引
き
換
え
に
到
着
番
号
札
を
受
け
取
り
入
場
し
た
。
午
前
七
時
、
投
票
所
管
理
者
は
、
選
挙

人
を
投
票
用
紙
交
付
所
の
入
口
に
集
め
立
会
人
と
共
に
投
票
箱
が
空
で
あ
る
こ
と
を
選
挙
人
に
示
し
、
選
挙
人
の
前
で
第
一
蓋
の
錠

を
外
し
、
そ
れ
を
投
票
所
管
理
者
と
立
会
人
列
席
の
席
上
に
置
い
た
後
、
到
着
番
号
の
順
序
に
従
っ
て
選
挙
人
数
名
ず
つ
を
呼
び
出

し
投
票
用
紙
交
付
所
に
お
い
て
投
票
用
紙
を
交
付
し
た）

1（
（

。
自
書
と
代
書
の
机
が
そ
れ
ぞ
れ
用
意
さ
れ
、
代
書
は
担
当
の
郡
吏
が
行
っ

た
。
有
権
者
は
投
票
用
紙
の
所
定
欄
に
、
候
補
者
の
氏
名
、
自
分
の
住
所
、
氏
名
を
記
入
し
、
捺
印
し
た）

11
（

。
投
票
終
了
後
、
町
村
長

は
投
票
箱
を
閉
鎖
し
、
投
票
明
細
書
を
作
成
の
上
、
立
会
人
と
と
も
に
投
票
箱
と
投
票
明
細
書
を
投
票
の
翌
日
郡
役
所
に
送
致
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た）

11
（

。
投
票
箱
閉
鎖
は
、
第
二
蓋
の
錠
を
卸
し
、
第
一
蓋
の
錀
は
立
会
人
が
保
管
し
、
第
二
蓋
の
錀
は
投
票
所
管
理

者
が
保
管
し
た
。

　

群
馬
県
で
は
県
第
一
部
長
か
ら
選
挙
長
に
対
し
て
、
下
記
の
注
意
喚
起
が
な
さ
れ
た）

11
（

。
内
容
は
、
投
票
管
理
者
は
諸
事
専
ら
厳
正

を
主
と
し
て
公
平
を
失
わ
な
い
こ
と
、
投
票
の
際
に
は
選
挙
人
に
便
利
を
与
え
る
こ
と
、
選
挙
人
に
な
る
べ
く
権
利
を
放
棄
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
無
効
投
票
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
選
挙
に
関
係
す
る
町
村
吏
員
が
候
補
者
の
た
め
に
周
旋
の
労
を
と
ら

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
代
書
吏
員
は
専
ら
公
平
を
主
と
す
る
た
め
選
任
に
注
意
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
協
議
事
項
と
し
て
は
、
選
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挙
会
参
観
人
ら
の
取
り
締
ま
り
に
立
つ
た
め
に
会
場
内
に
区
画
を
設
け
る
こ
と
、
投
票
所
に
甲
式
乙
式
を
用
い
る
に
は
予
め
選
挙
人

員
を
見
積
も
り
、
各
一
定
を
要
す
る
こ
と
、
投
票
所
立
会
人
の
数
を
一
定
に
す
る
こ
と
、
選
挙
委
員
の
数
を
一
定
に
す
る
こ
と
、
投

票
箱
送
致
の
手
続
を
一
定
に
す
る
こ
と
、
選
挙
人
多
数
の
投
票
所
や
取
締
上
必
要
と
認
め
る
投
票
所
は
予
め
現
場
に
臨
み
区
域
と
構

造
を
査
閲
し
て
お
く
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

　

特
に
代
書
吏
員
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
知
事
か
ら
訓
令
が
出
さ
れ
た）

11
（

。
内
容
は
、
代
書
吏
員
は
公
平
無
私
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
特

定
候
補
者
の
た
め
に
周
旋
の
労
を
と
る
も
の
が
い
る
と
、
選
挙
人
の
姓
名
を
記
載
し
な
か
っ
た
り
、
被
選
挙
人
・
選
挙
人
の
人
名
を

こ
と
さ
ら
に
読
み
が
た
き
文
字
で
記
し
た
り
、
選
挙
人
が
指
名
し
た
人
名
以
外
を
記
載
し
た
り
、
読
み
聞
か
せ
の
際
に
は
選
挙
人
の

意
に
背
か
な
い
よ
う
に
読
み
上
げ
て
欺
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
さ
せ
な
い
よ
う
警
戒
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。

　

山
梨
県
で
は
、
事
前
に
、
投
票
日
の
投
票
箱
閉
鎖
後
か
ら
翌
朝
に
郡
役
所
に
運
ぶ
ま
で
の
時
間
は
投
票
所
に
置
き
、
村
長
、
立
会

人
、
巡
査
な
ど
が
保
護
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
投
票
箱
が
破
壊
さ
れ
た
り
奪
わ
れ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、
法
律
上

明
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
警
察
署
に
運
び
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
確
認
し
て
い
る
。
県
の
回
答
は
投
票
所
で
村
長
が
保
護

す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
実
際
に
起
き
た
の
は
、
第
一
区
で
六
月
二
十
八
日
に
駒
井
村
・
下
條
村
組
合
役
場
に
運
び
込

ま
れ
た
投
票
箱
の
錀
が
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
二
十
九
日
午
前
九
時
の
時
点
で
投
票
所
管
理
者
の
村
長
か
ら
選
挙
長
に
人
を

派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
午
後
三
時
に
会
社
か
ら
錀
を
取
り
落
と
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
た
め
、
前
の
投
票
箱
は
戻
す
事
態
に
な
っ
た）

11
（

。

さ
ら
に
、
投
票
日
当
日
に
は
第
一
区
の
稲
積
村
投
票
所
に
お
い
て
、
第
一
蓋
の
錠
を
下
ろ
す
際
に
錀
の
具
合
が
悪
く
毀
損
し
て
使
え

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
急
遽
第
一
蓋
は
投
票
所
管
理
者
と
立
会
人
で
封
印
し
て
投
票
さ
せ
、
第
二
蓋
の
錀
は
封
緘
し

管
理
者
と
立
会
人
で
封
印
し
管
理
者
が
保
管
し
て
選
挙
長
に
渡
し
て
よ
い
か
県
知
事
に
確
認
が
あ
っ
た
。

　

静
岡
五
区
で
も
投
票
箱
の
二
重
蓋
の
錀
が
大
き
さ
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
同
じ
形
状
で
あ
っ
た
た
め）

11
（

、
一
方
の
錀
で
両
方
開
け
ら
れ

る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
旨
を
十
人
の
市
民
が
選
挙
長
に
申
し
出
た
た
め
、
選
挙
長
は
投
票
場
管
理
者
に
対
し
て
封
印
す
る
よ
う
達
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を
出
し
た
。
投
票
所
四
十
箇
所
の
管
理
者
は
封
印
し
た
が
、
九
箇
所
で
は
封
印
せ
ず
紙
片
を
貼
付
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

以
上
の
通
り
、
投
票
箱
の
蓋
へ
の
施
錠
・
封
印
に
つ
い
て
は
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。

（
六
）
開
票
と
当
選
手
続
き

　

次
に
、
開
票
作
業
は
選
挙
会
と
呼
ば
れ
、
府
県
知
事
が
任
命
す
る
郡
長
が
選
挙
長
と
し
て
責
任
者
と
な
り
、
す
べ
て
の
投
票
箱
が

到
着
し
た
日
の
翌
日
郡
役
所
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た）

11
（

。
作
業
を
担
当
す
る
選
挙
委
員
は
三
名
以
上
七
名
以
内
と
定
め
ら
れ
、
当

日
集
ま
っ
た
立
会
人
の
中
か
ら
抽
籤
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た）

11
（

。

　

作
業
は
次
の
手
順
で
行
わ
れ
る
。
第
一
に
、
選
挙
長
と
選
挙
委
員
が
郡
役
所
に
集
ま
っ
た
投
票
箱
を
開
け
、
投
票
総
数
と
投
票
人

の
総
数
を
確
認
す
る）

1（
（

。
第
二
に
、
選
挙
長
は
各
投
票
用
紙
記
載
の
有
権
者
氏
名
、
候
補
者
氏
名
を
順
に
選
挙
委
員
に
朗
読
さ
せ
、
書

記
に
候
補
者
の
得
点
を
点
数
簿
に
記
入
さ
せ
る）

11
（

。
同
時
に
選
挙
長
は
選
挙
委
員
の
意
見
を
聞
き
、
有
効
・
無
効
の
決
定
を
行
う
。
も

し
無
効
票
が
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
を
選
挙
明
細
書
に
記
載
す
る）

11
（

。
な
お
、
こ
の
決
定
に
対
し
て
は
選
挙
会
場
内
で
異
議
を
申
し
立
て
る

こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。
第
三
に
、
投
票
点
数
の
記
入
が
終
わ
り
次
第
、
選
挙
長
は
各
候
補
者
の
得
点
総
数
を
朗
読
す
る）

11
（

。
第
四
に
、
選

挙
長
は
開
票
作
業
上
の
す
べ
て
の
事
項
を
選
挙
明
細
書
に
記
載
し
、
選
挙
委
員
と
と
も
に
署
名
す
る）

11
（

。
投
票
現
物
は
六
十
日
間
保
存

す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
票
数
が
同
数
の
場
合
は
年
長
者
が
当
選
と
な
り
、
同
じ
日
に
生
ま
れ
た
場
合
は
抽
籤
と
定
め
ら
れ

て
い
た
。

　

そ
し
て
、
当
選
者
が
確
定
す
る
と
、
立
候
補
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
当
選
者
に
対
し
て
承
諾
を
求
め
る
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
町
村
役
場
か
ら
当
選
証
書
と
当
選
承
諾
書
が
当
選
者
に
郵
送
さ
れ
た
。
承
諾
す
る
場
合
は
当
選
者
が
承
諾
書
に
記
入
し
て

送
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
福
島
県
の
河
野
広
中
の
例
を
み
る
と
、
第
一
回
総
選
挙
に
際
し
て
は
、
七
月
七
日
に
県
知
事
か
ら

当
選
通
知
が
出
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
郡
長
が
三
春
町
役
場
に
八
日
付
で
通
知
を
出
し
、
同
日
午
後
四
時
に
投
函
さ
れ
た
三
春
町
役
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場
か
ら
の
書
簡
が
十
日
午
後
九
時
に
東
京
麻
布
の
河
野
宅
に
到
着
し
た
。
同
日
、
河
野
は
承
諾
書
を
返
送
し
て
い
る
。
担
当
者
不
在

の
た
め
、
送
り
主
欄
お
よ
び
書
簡
の
執
筆
者
名
は
「
三
輪
正
治
」
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
次
の
第
二
回
総
選
挙
で
は
、「
三
春
町
役
場
」

名
で
作
成
さ
れ
、
知
事
の
二
月
二
十
三
日
付
当
選
通
知
書
を
添
え
て
二
十
四
日
付
で
送
付
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の
や
り
と
り
の
後
、
承
諾
し

た
者
に
対
し
て
知
事
が
当
選
証
書
を
授
与
し
当
選
者
が
確
定
す
る
。
河
野
の
場
合
、
承
諾
書
は
、
三
月
十
一
日
付
書
簡
で
当
選
証
領

収
書
を
添
え
て
返
却
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

山
梨
県
で
は
当
選
者
の
う
ち
第
二
区
の
田
辺
有
楽
と
第
三
区
の
古
屋
専
蔵
が
刑
事
の
訴
え
を
受
け
て
収
監
さ
れ
こ
と
で
問
題
が
生

じ
た
。
ま
ず
、
七
月
四
日
に
県
知
事
は
内
務
省
に
当
選
状
を
発
行
し
て
よ
い
の
か
、
投
票
を
無
効
と
す
べ
き
か
指
示
を
仰
い
だ）

11
（

。
末

松
謙
澄
県
治
局
長
は
選
挙
長
が
決
定
す
べ
き
だ
が
、
無
効
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
示
し
た）

1（
（

。
次
に
、
当
選
者
と
認
め
ら
れ
た
二
人

へ
の
当
選
通
知
書
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
議
論
と
な
っ
た
。
内
務
省
は
収
監
者
に
渡
す
こ
と
を
可
と
し
、
家
族
に
渡
す
こ
と
も
認
め

ら
れ
る
と
見
解
を
示
し
た）

11
（

。
県
書
記
官
は
検
事
の
手
を
経
て
渡
す
の
か
本
人
の
家
族
に
渡
す
の
か
、
在
京
の
書
記
官
に
問
い
合
わ
せ

を
求
め
た）

11
（

。
結
局
、
当
選
通
知
書
は
甲
府
軽
罪
裁
判
所
の
本
人
宛
に
郵
送
さ
れ
、
二
人
と
も
七
月
十
一
日
付
で
承
諾
書
を
提
出
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
本
人
宛
に
当
選
証
が
交
付
さ
れ
た
。

　

埼
玉
県
は
七
月
九
日
付
当
選
人
告
示
案
を
用
意
し
な
が
ら
、
二
十
三
日
付
で
よ
う
や
く
県
知
事
が
当
選
通
知
書
を
発
行
し
、
そ
の

領
収
書
は
最
も
遅
い
当
選
者
で
二
十
七
日
付
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
れ
は
非
職
官
吏
で
あ
っ
た
真
中
忠
直
が
当
選
を
承
諾
し
た
後
、
十
五
日

付
で
後
藤
象
二
郎
逓
信
大
臣
か
ら
承
諾
を
も
ら
い
、
二
十
二
日
付
で
県
書
記
官
に
照
会
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
手
続
き
に
時

間
を
要
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

　

当
時
、
被
選
挙
人
は
選
挙
区
在
住
者
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
離
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
当
選
者
の
照
会
は
府
県
を

ま
た
い
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
分
県
で
当
選
し
た
箕
浦
勝
人
（
二
区
）
と
元
田
肇
（
一
区
・
五
区
）
は
東
京
府
に
住

ん
で
い
た
た
め
、
大
分
か
ら
の
現
住
所
照
会
が
東
京
に
対
し
て
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る）

11
（

。
立
候
補
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
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元
田
は
二
つ
の
選
挙
区
で
当
選
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
の
選
挙
区
で
当
選
承
諾
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
元
田
は
一

区
で
当
選
す
る
こ
と
を
承
諾
し
、
五
区
は
再
投
票
に
な
っ
た）

11
（

。

（
七
）
処
分
と
訴
訟

　

官
吏
の
処
分
に
つ
い
て
、
福
島
県
で
は
、
選
挙
の
際
に
予
備
用
紙
五
枚
（
書
き
損
じ
三
枚
、
白
紙
二
枚
）
を
返
納
し
な
か
っ
た
官
吏

が
始
末
書
を
提
出
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
前
述
の
毎
年
作
成
す
る
選
挙
人
名
簿
に
関
し
て
、
秋
田
県
で
は
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）

年
に
氏
名
を
脱
漏
し
た
村
長
と
書
記
が
譴
責
処
分
、
二
十
五
年
に
名
簿
の
提
出
期
限
に
遅
れ
た
助
役
は
過
怠
金
五
十
銭
の
支
払
い
を

命
じ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
総
選
挙
後
、
様
々
な
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た）

11
（

。
選
挙
管
理
に
関
わ
る
訴
訟
と
し
て
は
、
当
選
訴
訟
で
無
資
格
者
の
投
票
を
め

ぐ
っ
て
当
選
無
効
が
争
わ
れ
た
熊
本
六
区
お
よ
び
群
馬
四
区
、
被
選
挙
人
の
年
齢
が
三
十
歳
に
達
し
て
い
な
い
と
し
て
当
選
が
無
効

に
な
っ
た
石
川
二
区
の
事
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
選
挙
人
名
簿
確
定
後
か
つ
投
票
後
に
そ
の
誤
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

熊
本
六
区
で
無
資
格
で
投
票
し
た
者
と
関
係
者
の
合
計
十
四
人
は
投
票
偽
造
、
私
書
偽
造
の
罪
に
問
わ
れ
有
罪
と
な
っ
た
。
群
馬

四
区
で
は
差
し
戻
し
審
の
東
京
控
訴
院
判
決
で
四
十
九
票
が
無
資
格
者
の
投
票
と
し
て
無
効
と
判
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
訳
は
納
税
額

不
足
四
十
五
人
、
死
亡
者
一
人
、
賭
博
犯
で
満
期
か
ら
満
三
年
経
過
し
て
い
な
い
者
一
人
、
自
筆
で
な
い
者
二
人
で
あ
っ
た
。
同
区

で
は
村
の
三
十
五
人
が
納
税
資
格
未
満
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
投
票
さ
せ
た
と
し
て
、
村
長
が
官
文
書
偽
造
で
告
訴
さ
れ
た
。

予
審
の
結
果
、
証
拠
不
十
分
で
村
長
お
よ
び
三
十
五
人
は
免
訴
と
な
っ
た
。
石
川
二
区
の
年
齢
不
足
の
当
選
者
ら
三
人
は
私
書
変
造

行
使
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
が
、
予
審
で
は
証
拠
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
免
訴
と
な
っ
た
。

　

選
挙
法
に
よ
れ
ば
、
当
選
者
の
変
更
は
本
来
は
当
選
訴
訟
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最

初
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
ず
、
行
政
に
よ
る
決
定
で
当
選
者
の
変
更
が
行
わ
れ
た
事
例
が
発
生
し
て
い
る
。
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茨
城
四
区
と
秋
田
一
区
の
事
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
投
票
の
有
効
・
無
効
判
定
と
い
う
開
票
事
務
上
の
問
題
で
選
挙
長
を
被
告
と
し
て

裁
判
で
争
わ
れ
た
が
、
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
ま
ま
、
投
票
の
有
効
・
無
効
を
判
定
し
た
一
審
判
決
を
も
と
に
当
選
者
の
当
選

が
知
事
の
告
示
を
根
拠
に
無
効
に
な
っ
た
。
こ
の
二
事
例
は
と
も
に
、
第
一
議
会
で
他
の
議
員
に
よ
っ
て
更
生
後
の
議
員
に
対
す
る

資
格
の
疑
義
が
申
し
立
て
ら
れ
、
委
員
会
が
設
置
さ
れ
審
議
し
た
が
、
い
ず
れ
の
申
立
も
却
下
さ
れ
、
行
政
に
よ
る
当
選
者
変
更
の

決
定
が
覆
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

1（
（

。

二
、
選
挙
費
用

　

次
に
、
選
挙
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
何
に
ど
の
く
ら
い
の
費
用
が
使
わ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

選
挙
費
用
は
支
出
項
目
に
よ
っ
て
町
村
費
と
地
方
税
選
挙
諸
費
に
分
け
ら
れ
た
。

　

町
村
費
で
の
支
出
項
目
と
し
て
は
、（
一
）
投
票
所
・
選
挙
会
場
に
要
す
る
薪
炭
茶
等
、（
二
）
用
紙
筆
墨
料
、（
三
）
名
簿
調
製

に
関
わ
る
筆
耕
料
が
該
当
す
る
。

　

地
方
税
で
の
支
出
項
目
と
し
て
は
、（
一
）
投
票
所
借
家
料
、（
二
）
投
票
所
で
雇
用
の
小
使
給
料
、（
三
）
投
票
用
紙
料
、（
四
）

投
票
箱
製
造
費
、（
五
）
名
簿
調
製
費
、（
六
）
選
挙
明
細
書
費
、（
七
）
裁
判
諸
費
、（
八
）
当
選
証
書
費
、（
九
）
投
票
明
細
書
費
、

（
十
）
到
着
番
号
札
、（
十
一
）
入
場
券
、（
十
二
）
名
簿
用
紙
料
、（
十
三
）
投
票
箱
送
致
の
た
め
に
雇
用
し
た
人
足
賃
、（
十
四
）

投
票
用
紙
に
押
印
す
る
県
印
代
が
該
当
す
る
。

　

以
下
で
は
、
秋
田
県）

11
（

、
福
島
県）

11
（

、
群
馬
県）

11
（

、
東
京
府）

11
（

、
奈
良
県）

11
（

の
資
料
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
限
ら
れ
た
府
県
の
資
料

に
依
拠
す
る
た
め
部
分
的
な
解
明
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

各
府
県
で
計
上
項
目
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
資
料
上
の
総
額
だ
け
で
み
る
と
、
最
も
多
く
の
費
用
を
か
け
た
の
は
群
馬
県
で
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五
百
九
十
六
円
三
十
七
銭
二
厘
、
次
に
多
い
の
は
秋
田
県
四
百
十
円
九
十
六
銭
九
厘
、
以
下
、
福
島
県
百
八
十
九
円
六
十
五
銭
八
厘
、

奈
良
県
百
四
十
六
円
四
十
八
銭
、
東
京
府
五
十
三
円
六
十
一
銭
二
厘
で
あ
っ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
費
用
が
か
か
ら
な
い
項
目
が
あ
る

こ
と
や
、
他
の
資
金
で
支
出
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
一
）
選
挙
人
名
簿

　

選
挙
人
名
簿
作
成
に
あ
た
り
、
秋
田
県
で
は
、
用
紙
を
単
価
三
厘
二
毛
で
一
万
千
五
百
六
十
枚
分
と
し
て
計
三
十
六
円
九
十
九
銭

二
厘
の
費
用
を
か
け
、
表
紙
を
単
価
二
厘
九
毛
で
一
千
四
百
三
十
二
枚
分
と
し
て
計
四
円
十
五
銭
三
厘
か
け
て
い
る
。
福
島
県
で
は

調
製
費
と
し
て
百
五
十
六
円
六
十
四
銭
九
厘
を
計
上
し
た
。
群
馬
県
で
は
、
名
簿
用
紙
印
刷
費
と
し
て
百
二
十
六
円
が
か
か
っ
た
だ

け
で
な
く
、
筆
耕
料
に
百
七
十
五
円
四
十
八
銭
八
厘
か
け
て
お
り
、
他
の
府
県
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
投
票
箱

　

最
初
の
選
挙
で
あ
る
た
め
、
投
票
箱
は
す
べ
て
新
し
く
製
造
す
る
必
要
が
あ
り
、
大
き
な
費
用
負
担
が
生
じ
た
。
た
だ
し
、
第
二

回
総
選
挙
以
降
は
追
加
購
入
や
修
繕
の
費
用
だ
け
で
済
ん
だ
。
投
票
箱
は
相
見
積
を
と
っ
た
上
で
業
者
を
決
め
て
い
る
府
県
が
多
い
。

　

費
用
と
し
て
は
、
奈
良
県
で
は
前
章
で
示
し
た
通
り
、
選
挙
人
数
に
よ
っ
て
大
・
中
・
小
の
三
種
類
の
投
票
箱
を
用
意
し
、
単
価

は
大
が
一
円
四
十
五
銭
、
中
が
一
円
十
八
銭
、
小
が
九
十
七
銭
で
あ
っ
た
。
大
は
十
六
個
、
中
は
四
十
二
個
、
小
は
七
十
六
個
を
新

規
製
造
し
た
こ
と
で
、
計
百
四
十
六
円
四
十
八
銭
と
な
っ
た
。
秋
田
県
で
は
単
価
一
円
四
十
銭
で
二
百
三
十
二
個
を
新
規
製
造
し
た

こ
と
で
、
計
三
百
二
十
四
円
八
十
銭
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
秋
田
県
の
第
一
回
選
挙
総
費
用
が
四
百
十
円
九
十
六
銭
九
厘
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
全
体
の
八
割
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
っ
た
。
な
お
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
の
資
料
で
あ
る
が
、
投
票
箱
の
新
調

一
円
二
十
銭
、
修
繕
一
円
七
十
六
銭
、
運
搬
四
十
八
円
三
十
九
銭
二
厘
と
な
っ
て
お
り
、
最
初
の
選
挙
で
新
規
製
造
し
た
後
は
、
運
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搬
費
用
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）
投
票
用
紙

　

秋
田
県
で
は
、
投
票
用
紙
を
単
価
一
銭
で
二
千
五
百
枚
を
用
意
し
た
こ
と
で
二
十
五
円
か
か
っ
た
。
福
島
県
で
は
十
五
円
二
十
銭
、

東
京
府
は
市
部
で
四
円
六
十
五
銭
三
厘
、
郡
部
で
五
円
二
十
三
銭
五
厘
か
か
っ
て
い
る
。

（
四
）
場
所
代

　

群
馬
県
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
選
挙
区
で
投
票
所
の
借
料
が
か
か
っ
て
い
る
。
一
箇
所
五
十
銭
が
相
場
で
あ
り
、
一
区
は
四
円

三
十
五
銭
、
二
区
は
百
四
円
六
十
銭
、
三
区
は
二
十
円
二
十
銭
、
四
区
は
六
円
六
十
銭
、
五
区
は
六
円
二
十
八
銭
で
、
合
計
す
る
と

五
十
二
円
三
銭
と
な
る
。
さ
ら
に
場
の
費
用
と
し
て
、
一
区
は
七
円
十
三
銭
四
厘
、
二
区
は
二
十
円
二
十
銭
、
三
区
は
十
二
円
七
十

六
銭
、
四
区
は
十
四
円
三
十
七
銭
六
厘
、
五
区
は
十
五
円
二
十
一
銭
六
厘
が
か
か
り
、
計
六
十
九
円
六
十
八
銭
六
厘
と
な
っ
て
い
る
。

他
の
府
県
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
、
比
較
的
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

（
五
）
買
収

　

村
役
場
か
ら
候
補
者
の
選
挙
運
動
情
勢
と
買
収
を
報
告
し
て
い
る
例
も
あ
っ
た）

11
（

。
山
梨
県
北
都
留
郡
で
は
加
藤
景
明
が
熱
心
に
運

動
し
て
お
り
、
一
票
を
十
円
で
買
収
し
、
対
立
の
田
辺
有
楽
陣
営
は
十
五
円
で
買
収
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、

田
辺
が
二
百
九
十
二
票
で
当
選
し
、
加
藤
は
五
十
三
票
で
四
位
に
終
わ
っ
た
。
先
述
の
田
辺
が
収
監
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
買
収
が
刑

事
事
件
と
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
第
一
回
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
営
の
実
態
と
コ
ス
ト
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

　

限
定
的
な
資
料
か
ら
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
未
解
明
だ
っ
た
部
分
を
多
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

冒
頭
で
示
し
た
論
点
と
し
て
、
第
一
に
選
挙
運
営
の
課
題
と
認
識
さ
れ
た
の
は
、
選
挙
人
名
簿
の
作
成
と
確
定
で
あ
っ
た
。
事
前

に
中
央
（
内
務
省
）
と
地
方
（
府
県
・
郡
・
市
町
村
）
は
綿
密
な
や
り
と
り
を
行
う
こ
と
で
、
選
挙
を
運
営
す
る
に
あ
た
っ
て
の
疑
問

点
を
ク
リ
ア
に
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
一
見
些
細
な
点
に
思
え
る
点
も
含
め
て
準
備
を
万
全
に
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
感

じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
縦
覧
期
間
中
の
申
立
に
よ
っ
て
ミ
ス
が
判
明
す
る
ケ
ー
ス
が
相
次
い
だ
。
中
に
は

死
亡
者
を
名
簿
に
含
ん
で
い
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
ミ
ス
も
あ
っ
た
が
、
選
挙
資
格
に
直
接
関
わ
る
地
租
額
、
納
税
額
の
ミ
ス
が

目
立
ち
、
そ
の
正
確
な
把
握
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

投
票
の
結
果
、
当
選
者
と
次
点
者
の
票
差
が
小
さ
か
っ
た
選
挙
区
で
は
、
当
選
者
の
交
代
可
能
性
が
あ
る
た
め
有
志
に
よ
っ
て
調

査
が
な
さ
れ
、
投
票
後
に
無
資
格
者
の
投
票
が
発
覚
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
実
際
に
当
選
者
が

変
更
に
な
っ
た
事
例
も
起
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
選
者
の
交
代
が
あ
り
得
な
い
程
の
票
差
が
つ
い
た
選
挙
区
に
お
い
て
も
調
査
こ

そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
広
く
無
資
格
者
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
、
投
票
箱
の
鍵
・
錀
の
不
具
合
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に
投
票
所
に
よ
っ
て
は
施
錠
の
代
わ
り
に
、
そ
の
場
に
あ
っ

た
紙
片
に
よ
っ
て
形
だ
け
の
封
を
す
る
応
急
措
置
で
対
応
し
て
い
た
実
態
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

　

論
点
の
第
二
と
し
て
、
選
挙
費
用
に
つ
い
て
は
府
県
ご
と
の
計
上
項
目
が
異
な
る
が
、
投
票
箱
の
製
造
に
大
き
な
費
用
が
か
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
初
の
選
挙
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
の
投
票
箱
を
新
規
に
購
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
他
に

は
選
挙
人
名
簿
や
投
票
用
紙
な
ど
の
紙
代
と
印
刷
代
、
投
票
所
を
借
り
て
い
る
地
域
で
は
そ
の
賃
貸
料
と
設
営
費
用
が
か
か
っ
て
い
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た
。

　

そ
の
他
、
立
候
補
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
選
挙
後
の
当
選
通
知
と
承
諾
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
非
職
官
吏
の
確
認

に
手
間
が
か
か
っ
た
り
、
村
役
場
か
ら
の
当
選
通
知
書
の
郵
送
が
個
人
名
で
な
さ
れ
た
り
し
た
場
所
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
選
挙
法
で

は
当
選
訴
訟
を
経
て
行
わ
れ
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
当
選
者
の
変
更
が
、
裁
判
で
の
投
票
有
効
・
無
効
判
定
の
判
決
と
行
政
の
判
定

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

メ
イ
ソ
ン
の
著
書
で
は
高
く
評
価
さ
れ
た
第
一
回
総
選
挙
の
選
挙
運
営
で
あ
る
が
、
本
稿
で
各
地
の
行
政
文
書
を
分
析
し
た
結
果
、

舞
台
裏
で
は
綿
密
な
準
備
を
行
っ
て
も
ミ
ス
や
問
題
が
発
生
し
、
処
分
や
訴
訟
に
至
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
や

は
り
最
初
の
国
政
選
挙
の
運
営
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　

Ｒ
・
Ｈ
・
Ｐ
・
メ
イ
ソ
ン
（
石
尾
芳
久
・
武
田
敏
朗
訳
）『
日
本
の
第
一
回
総
選
挙
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
七
三
年
、
四
三
頁
）。

（
2
）　

末
松
謙
澄
「
二
十
三
年
ノ
総
選
挙
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
巻
、
第
四
四
号
、
四
五
号
、
明
治
二
十
三
年
。

（
（
）　

被
選
挙
権
に
関
し
て
は
、
寺
崎
修
「
自
由
民
権
家
の
出
獄
と
公
権
回
復
―
―
大
阪
事
件
関
係
者
の
場
合
」（
寺
崎
修
『
自
由
民
権
運

動
の
研
究
―
―
急
進
的
自
由
民
権
運
動
家
の
軌
跡
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
所
収
）、
同
「
第
一
回
衆
議
院
議
員
選

挙
と
大
井
憲
太
郎
―
―
そ
の
選
挙
人
・
被
選
挙
人
資
格
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
前
）
が
あ
る
。
当
選
訴
訟
に
関
し
て
は
、
末
木
孝
典
「
第
一

回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
当
選
者
を
め
ぐ
る
訴
訟
・
逮
捕
事
件
と
議
院
の
自
律
性
―
―
議
員
資
格
審
査
と
不
逮
捕
特
権
を
中
心
に
」『
近
代

日
本
研
究
』
第
三
四
巻
、
二
〇
一
八
年
二
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、
選
挙
後
の
当
選
者
変
更
に
つ
い
て
は
稲
田
雅
洋
「
第
一
回
総
選
挙
と
第

一
議
会
召
集
と
の
間
―
―
愛
知
県
第
一
区
同
名
投
票
訴
訟
事
件
な
ど
」（『
東
海
近
代
史
研
究
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、
稲
田

雅
洋
『
総
選
挙
は
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
―
―
第
一
回
総
選
挙
の
真
実
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
八
年
、
第
三
章
）
が
あ
る
。

（
4
）　

小
山
博
也
『
明
治
政
党
組
織
論
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
四
十
二
年
、
第
五
章
「
選
挙
行
政
と
政
党
支
部
の
選
挙
運
動
」）。

（
（
）　

中
西
啓
太
「
明
治
期
に
お
け
る
選
挙
の
実
施
と
地
方
行
政
・
地
域
社
会
―
―
埼
玉
県
に
お
け
る
衆
議
院
議
員
選
挙
の
運
営
と
そ
の
変

遷
か
ら
」『
Ｎ
Ｕ
Ｃ
Ｂ　
Ｊ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｌ　

Ｏ
Ｆ　

Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ　

Ａ
Ｎ
Ｄ　

Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ　

Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
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Ｃ
Ｅ
』
第
六
一
巻
、
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

（
（
）　

稲
田
前
掲
書
。
な
お
、
稲
田
前
掲
書
に
は
、
秋
田
一
区
と
茨
城
四
区
の
当
選
訴
訟
に
よ
ら
な
い
当
選
者
交
代
が
行
わ
れ
た
事
例
を
当

選
訴
訟
に
含
め
て
い
る
誤
り
が
あ
る
た
め
注
意
を
要
す
る
（
二
二
五
―
二
四
一
頁
）。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
末
木
前
掲
論
文
が

詳
し
い
。

（
7
）　

大
西
裕
編
著
『
選
挙
管
理
の
政
治
学
―
―
日
本
の
選
挙
管
理
と
「
韓
国
モ
デ
ル
」
の
比
較
研
究
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）。
同
編

著
『
選
挙
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
態　

世
界
編
―
―
そ
の
多
様
性
と
「
民
主
主
義
の
質
」
へ
の
影
響
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

同
編
著
『
選
挙
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
態　

日
本
編
―
―
「
公
正
・
公
平
」
を
目
指
す
制
度
運
用
と
そ
の
課
題
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

一
八
年
）。

（
8
）　

村
井
良
太
「
戦
前
か
ら
戦
後
へ
の
日
本
の
選
挙
管
理
」（
前
掲
『
選
挙
管
理
の
政
治
学
』
一
〇
三
―
一
二
七
頁
）。
な
お
、
本
文
中
に

初
歩
的
な
誤
り
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
選
挙
区
割
り
を
「
人
口
一
三
万
人
を
基
準
に
」（
一
〇
七
頁
）
と
し
て
い
る
の
は
、
正
し
く
は
府

県
人
口
一
二
万
人
に
一
人
を
割
り
振
り
、
選
挙
区
人
口
一
〇
万
人
に
一
人
を
基
準
に
割
り
振
っ
た
の
で
あ
り
、
第
二
回
総
選
挙
の
日
付
も

「
二
月
一
四
日
」（
一
〇
八
頁
）
で
は
な
く
、
二
月
十
五
日
で
あ
る
。

（
9
）　

衆
議
院
議
員
選
挙
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
（『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
三
年
、
勅
令
第
三
号
、
八
頁
）。

（
10
）　
「
二
十
三
年
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
簿
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
11
）　

内
第
六
号
（「
明
治
二
十
五
年
帝
国
議
会
関
係
文
書
」
千
葉
県
文
書
館
蔵
）。
簿
冊
名
は
二
十
五
年
だ
が
、
同
資
料
は
二
十
三
年
時
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
12
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
関
ス
ル
例
規
」（
千
葉
県
文
書
館
蔵
）。
以
下
、
同
資
料
に
よ
る
。

（
1（
）　
「
二
十
三
年
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
簿
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
14
）　

明
治
二
十
三
年
五
月
六
日
付
山
梨
県
第
一
議
事
課
宛
北
都
留
郡
役
所
伺
第
一
三
五
号
（「
明
治
二
十
三
年
帝
国
議
会
関
係
書
」
山
梨

県
立
図
書
館
蔵
）。

（
1（
）　

明
治
二
十
三
年
六
月
十
日
付
中
島
錫
胤
山
梨
県
知
事
宛
岩
間
審
是
中
巨
摩
郡
長
報
告
第
一
五
九
号
（
同
前
）。
岩
間
は
山
梨
県
第
一

区
選
挙
長
。

（
1（
）　

明
治
二
十
三
年
六
月
十
六
日
付
中
島
錫
胤
山
梨
県
知
事
宛
岩
間
審
是
中
巨
摩
郡
長
報
告
第
一
六
八
号
（
同
前
）。
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（
17
）　

中
島
錫
胤
山
梨
県
知
事
宛
岩
間
審
是
中
巨
摩
郡
長
報
告
、
明
治
二
十
三
年
六
月
十
七
日
付
第
一
七
〇
号
お
よ
び
同
十
八
日
付
第
一
七

二
号
（
同
前
）。

（
18
）　

稲
垣
の
件
に
つ
い
て
は
、
富
山
県
編
『
富
山
県
政
史
』
第
四
巻
（
富
山
県
、
昭
和
十
四
年
、
二
三
七
―
二
四
六
頁
）
に
依
拠
し
た
。

（
19
）　
「
人
民
ヨ
リ
郡
長
ニ
係
ル
詞
訟
受
理
ノ
義
ニ
付
請
議
」（「
公
文
雑
纂
・
明
治
二
十
三
年
・
第
二
十
四
巻
・
司
法
省
十
五
」
国
立
公
文

書
館
蔵
）。

（
20
）　

以
下
、
大
井
の
事
例
は
寺
崎
前
掲
書
、
一
八
五
―
一
九
八
頁
に
依
拠
し
た
。

（
21
）　

明
治
二
十
三
年
三
月
十
四
日
付
投
票
所
管
理
町
村
長
宛
郡
長
達
第
十
二
号
（「
衆
議
院
議
員
選
挙
一
件
（
明
治
二
十
三
年
）」
奈
良
県

立
図
書
情
報
館
蔵
）。

（
22
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
付
要
請
ノ
件
」（「
明
治
二
十
三
年
帝
国
議
会
関
係
書
」
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
）。

（
2（
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
一
件
（
明
治
二
十
三
年
）」（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）。
資
料
上
、
小
は
五
十
人
「
以
下
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
意
味
を
考
慮
し
「
未
満
」
と
し
た
。

（
24
）　
「
二
十
三
年
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
簿
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
2（
）　

以
下
、
千
葉
県
の
例
は
、
前
掲
「
衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
関
ス
ル
例
規
」
に
よ
る
。

（
2（
）　

メ
イ
ソ
ン
前
掲
書
、
三
五
―
三
六
頁
。

（
27
）　
「
府
選
挙
録
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）。

（
28
）　
「
明
治
二
十
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
」（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）。

（
29
）　

添
上
外
四
郡
役
所
「
衆
議
院
議
員
選
挙
投
票
所
管
理
者
心
得
」（「
明
治
二
十
五
年
議
事
之
部
・
衆
議
院
議
員
選
挙
」
奈
良
県
立
図
書

情
報
館
蔵
）。

（
（0
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
府
県
会
議
員
選
挙
規
定
伺
指
令
録
」（
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
）。

（
（1
）　

明
治
二
十
三
年
一
月
二
十
九
日
付
奈
良
県
訓
令
甲
第
四
号
（「
奈
良
県
公
文
録
・
二
十
三
年
訓
令
甲
」
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）。

（
（2
）　

衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
以
下
、
選
挙
法
）
第
三
十
八
条
（『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
二
年
、
法
律
第
三
号
、
二
七
頁
）。

（
（（
）　

選
挙
法
第
四
十
二
条
―
四
十
四
条
（
同
前
）。

（
（4
）　

明
治
二
十
三
年
五
月
七
日
付
通
牒
「
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
に
関
す
る
例
規
」（
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
）。
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（
（（
）　

明
治
二
十
三
年
六
月
二
八
日
付
訓
令
乙
第
六
四
五
号
（
同
前
）。

（
（（
）　

明
治
二
十
三
年
六
月
三
十
日
付
第
一
区
第
三
区
選
挙
長
宛
第
一
部
長
通
牒
七
六
〇
号
（「
明
治
二
十
三
年
帝
国
議
会
関
係
書
」
山
梨

県
立
図
書
館
蔵
）。

（
（7
）　

明
治
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
付
「
北
巨
摩
郡
駒
井
外
一
ヶ
村
組
合
役
場
ヘ
照
会
案
」（
同
前
）。

（
（8
）　
「
第
一
期
衆
議
院
議
員
総
選
挙
誌
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
（9
）　

選
挙
法
第
二
条
・
第
三
条
（
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
二
年
、
二
一
頁
）。

（
40
）　

選
挙
法
第
四
十
七
条
（
同
前
書
、
二
八
頁
）。

（
41
）　

選
挙
法
第
四
十
八
条
（
同
前
）。

（
42
）　

選
挙
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
（
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
三
年
、
七
―
八
頁
）。

（
4（
）　

選
挙
法
第
四
十
九
条
（
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
二
年
、
二
八
頁
）。

（
44
）　

選
挙
法
第
五
十
二
条
（
同
前
）。

（
4（
）　

選
挙
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
（
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
三
年
、
八
頁
）。

（
4（
）　

選
挙
法
第
五
十
七
条
（
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
二
年
、
二
九
頁
）。

（
47
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
八
日
付
河
野
廣
中
宛
三
輪
正
治
書
簡
（「
河
野
廣
中
文
書
」
九
四
―
一
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
）。
知

事
・
郡
長
か
ら
の
通
知
書
、
河
野
の
承
諾
書
が
同
封
さ
れ
て
い
る
。
到
着
日
は
封
筒
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）　

明
治
二
十
五
年
二
月
二
十
四
日
付
河
野
廣
中
宛
福
島
県
田
村
郡
三
春
町
役
場
書
簡
（
前
掲
「
河
野
廣
中
文
書
」
九
一
―
二
）。

（
49
）　

明
治
二
十
五
年
三
月
十
一
日
付
河
野
廣
中
宛
福
島
県
田
村
郡
三
春
町
役
場
書
簡
（
前
掲
「
河
野
廣
中
文
書
」
九
一
―
一
）。

（
（0
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
四
日
付
「
回
議
」（「
明
治
二
十
三
年
帝
国
議
会
関
係
書
」
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
）。

（
（1
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
七
日
付
「
回
覧
」（
同
前
）。

（
（2
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
七
日
付
「
内
務
大
臣
ヘ
電
報
ヲ
以
テ
右
案
ノ
通
リ
御
伺
出
可
相
成
哉
」（
同
前
）。

（
（（
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
九
日
付
「
田
中
書
記
官
ヘ
電
報
案
」（
同
前
）。

（
（4
）　
「
明
治
二
十
三
年
～
二
十
六
年
帝
国
議
会
（
選
挙
）」（
埼
玉
県
立
文
書
館
蔵
）。

（
（（
）　

同
前
。



198

法学研究 97 巻 1 号（2024：1）

（
（（
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
五
日
付
電
報
回
答
案
（「
往
復
録
・
甲
・
官
省
府
県
」
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）。

（
（7
）　

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
稲
田
前
掲
書
、
一
四
一
―
一
四
五
頁
が
詳
し
い
。

（
（8
）　

明
治
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日
付
始
末
書
（「
明
治
二
十
三
年
・
議
第
二
十
一
号
・
第
三
号
」
福
島
歴
史
資
料
館
蔵
）。
結
局
、
返
納

さ
れ
な
か
っ
た
用
紙
は
七
月
下
旬
に
助
役
の
机
上
か
ら
風
に
飛
ば
さ
れ
火
鉢
の
中
に
入
り
焼
失
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
（9
）　
「
市
町
村
吏
員
懲
戒
処
分
録
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
（0
）　

以
下
、
訴
訟
の
事
例
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
末
木
前
掲
論
文
、
一
四
九
―
一
六
〇
頁
参
照
。

（
（1
）　

以
下
、
議
員
資
格
審
査
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
末
木
前
掲
論
文
、
一
六
〇
―
一
六
六
頁
参
照
。

（
（2
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
諸
費
」（「
明
治
二
十
三
年
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
簿
」
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
（（
）　
「
明
治
二
十
三
年
・
議
第
二
十
一
号
・
第
三
号
」（
福
島
歴
史
資
料
館
蔵
）。

（
（4
）　
「
地
方
費
」（
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
）。

（
（（
）　
「
府
選
挙
録
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）。

（
（（
）　
「
衆
議
院
議
員
選
挙
一
件
（
明
治
二
十
三
年
）」（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）。

（
（7
）　
「
明
治
二
十
三
年
帝
国
議
会
関
係
書
」（
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
）。




